
 

【問合わせ先】群馬労働局 雇用環境・均等室 

〒371-8567 前橋市大手町２－３－１ 前橋地方合同庁舎８Ｆ 

TEL：027-８９６-４７３９ （平日９：３０～１７：００）  

 

※コンサルタントは、社会保険労務士の資格を持つ者等、労働関係法令・制度に専門的な知識を持つ人物の中から、 

都道府県労働局長が任用した非常勤の国家公務員です。 

 

  

 

◆従業員の健康保持やワーク・ライフ・バランスを推進したい 

～業務の特性に応じた柔軟な働き方の導入を検討したい（変形労働時間制や裁量労働制の活用等） 

～長時間労働を見直したい（時間外・休日労働の削減等） 

◆優秀な人材を確保するためにも年次有給休暇をはじめ休暇制度を充実したい 

～年次有給休暇を取りやすくしたい（時間単位年休・計画年休導入等） 

～特別休暇制度を導入したい（病気休暇・教育訓練休暇・特別休暇等） 

◇育児・介護等のために退職してしまう従業員がいる 

◇短納期発注での「しわ寄せ」を受けている 

～中小企業事業主の皆様向け～ 

◆労働時間短縮・年休促進支援コース  ◎時間外労働の上限規制が適用されています。 

⇒生産性を向上させ労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を支援します。 

◆勤務間インターバル導入コース    ◎勤務間インターバル制度の導入が努力義務化されています。 

 ⇒勤務終了から次の勤務迄の一定時間以上の生活時間・睡眠時間の確保に向けた環境整備を支援します。 

◆労働時間適正管理推進コース     ◎賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が延長されています。 

 ⇒労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備を支援します。 

◆適用猶予業種等対応コース      ◎R6年 4月から建設業・運送業・病院等にも時間外労働の上限規制が適用されます。 

 ⇒労働時間の削減等、上限規制への円滑な対応に向けた環境整備を支援します。 

～事業主団体の皆様向け～ 

◆団体推進コース   

 ⇒事業主団体などが、傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働条件改善のために、 

時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を支援します。 

 

 

 

～コンサルタントが訪問します。 

 

無料です！ 


